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第３章 教育活動を支えるもの 

学習環境の改善 

 

１ 校舎の整備状況 
 
 

１ 校舎の整備状況 
 

◆ ねらい 

学 校 施 設 は 、 児 童 ・ 生 徒 に と っ て は 生 活 時 間 の 大 部 分 を 過 ご す 学 習 ・ 生 活 の 場

所 で す 。 こ の た め 、 環 境 整 備 は 心 身 の 健 全 育 成 の た め に 重 要 な こ と で あ り 、 健 康

的 で 安 全 な 施 設 と し て 良 好 な 学 習 環 境 の 確 保 に 努 め て い ま す 。  

◆ 現状と課題 

・ 昭和３０年代（一部４０年代を含む）建設のベランダ形式校舎は、学習環境の改

善のため、改築による整備を行う必要があります。 

・ 建設から３０年を経過する校舎が半数を超える中、改築を行わない校舎について

は、良好な学習環境の確保と施設の長寿命化を図るため、大規模改修を計画的に実

施していく必要があります。 

 

建築年代別面積 （平成24年4月1日現在） 単位：㎡

建築年 校舎面積 割合 校舎面積 割合 校舎面積 割合 校舎面積 割合
昭和30年代 5,597 2.6% 932 0.7% 304 2.4% 6,833 1.9%
昭和40年代 54,946 25.5% 38,110 28.3% 1,789 13.9% 94,845 26.1%
昭和50年代 90,033 41.7% 42,717 31.7% 8,869 69.1% 141,619 39.0%
昭和60～平成6 27,730 12.9% 29,499 21.9% 1,742 13.6% 58,971 16.2%
平成7～ 37,482 17.4% 23,603 17.5% 140 1.1% 61,225 16.8%

計 215,788 100.0% 134,861 100.0% 12,844 100.0% 363,493 100.0%

小学校 中学校 幼稚園 全体

 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

昭和30年代 昭和40年代 昭和50年代 昭和60年～平成６年 平成７～

建築年代別校舎面積

小学校

中学校

幼稚園

 

総合計画内（平成２３～３２年度）における校舎改築計画

0.0%

100.0%

改築率 25.0% 25.0% 25.0% 50.0% 50.0% 50.0% 75.0% 75.0% 75.0% 100.0%

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

 
◆ 今後の方向性 

総合計画の期間内（平成３２年度まで）に、改築を必要とする残る４校の校舎につ

いて改築整備（１校は設計まで）を進めるとともに、昭和４０年代建設校舎（一部３

０年代を含む）について大規模改修を実施していくことにより、良好な学習環境の確

保と施設の長寿命化を図っていきます。 
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２ 地震・津波対策の状況 
 
 

２ 地震・津波対策の状況 
 

◆ ねらい 

地震や津波発生時における幼児・児童・生徒の安全を確保するとともに、地域の防

災拠点としての機能向上を図るため、地震・津波対策を進めています。 

◆ 現状と課題 

・ 昭和５６年新耐震基準以前に建設された校舎及び体育館については、耐震診断調

査の結果、補強が必要なものについて、平成１２年度から耐震補強工事を年次的に

施工し、耐震化を完了しています。 

・ 地震時において、天井などの落下被害や割れたガラスの飛散が発生しています。

天井を有する体育館の崩落対策は完了しましたが、ガラスの飛散防止を図る必要が

あります。 

・ 東日本大震災による被害を踏まえ、津波被害が想定され、避難所としての機能の

充実を図る必要がある学校について、整備を行う必要があります。 

避難施設整備事業 （○印：実施）
設計 屋外階段 屋上手摺 自家発電設備 備考

中部西 ○
西橋北 ○
常磐 ○
日永 ○
塩浜 ○ ○ ○
富洲原 ○ ○ ○
楠 ○ ○
浜田 ○ ○
東橋北 ○
三浜 ○
富田 ○ ○
中央 ○ ○
中部 ○ H25新規
塩浜 ○ ○ ○
富洲原 ○ ○ ○
楠 ○ ○
橋北 ○ ○ ○
港 ○ ○ ○

※富田中学校は改築事業に併せて実施予定

中学校
H24～H25
継続事業

H25新規

整備対象校

小学校

H25新規

H24～H25
継続事業

H25新規

 
◆ 今後の方向性 

耐震化を要する笹川中学校武道場について、改築により整備を図ります（平成２５

年度完了予定）。 

地震時などにより割れたガラスの飛散による危険性を回避するため、窓ガラスの飛

散防止対策を図ります（平成２５年度完了予定）。 

津波避難ビルに指定されている１９校について、避難所としての機能の充実を図る

ため屋上の避難場所としての活用を図るための屋外階段・屋上手摺の設置や自家発電

設備の設置、校舎上層階における備蓄倉庫の整備を図ります（平成２４～２６年度工

事予定）。 
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３ 学習環境の状況 
 
 

３ 学習環境の状況 
 

◆ ねらい 

快 適 な 環 境 づ く り を 推 進 す る た め 、 室 温 管 理 が 必 要 な 場 所 に お い て 空 調 設 備 を

設 置 し て い ま す 。 ま た 、 建 物 の 環 境 性 能 （ 屋 根 や 壁 へ の 断 熱 材 の 設 置 、 窓 を 高 性

能 な も の に 変 え る 、 日 除 け の 設 置 な ど ） を 向 上 さ せ て い ま す 。  

 

◆ 現状と課題 

・ 保 健 室 ・ パ ソ コ ン 室 な ど に つ い て は 空 調 設 備 の 設 置 を 終 え て お り 、 必 要 に 応

じ て 特 別 支 援 学 級 に お い て 設 置 し て い ま す 。  

・  普 通 教 室 に は 未 設 置 で あ る た め 、 特 に 夏 の 学 習 環 境 の 改 善 に 向 け て 、 今 後 空

調 設 備 の 設 置 に つ い て の 検 討 を 進 め る 必 要 が あ り ま す 。  

・  ま た 、 空 調 の 効 果 を 高 め る た め に も 、 改 築 改 修 時 に 環 境 性 能 を 向 上 さ せ 、 建

物 そ の も の の 工 夫 で 室 内 環 境 の 向 上 を 図 る 必 要 が あ り ま す 。  

 

※ 河 原 田 小 学 校 で の 改 築 に お け る 建 物 性 能 の 向 上 事 例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 今後の方向性 

夏 の 学 習 環 境 改 善 に つ い て 、 平 成 ２ １ 年 度 に 教 育 環 境 改 善 検 討 会 を 設 置 し 検 討

を 行 っ た 成果を生かし、学校現場で夏季における通風の確保や遮光の手法など、でき

ることから取り組んでいくとともに、改築改修工事にも検討会の成果を反映し、建物

の環境性能の向上を図っていきます。 

また、空調設備についても段階的導入を視野に入れ、第２次推進計画に向けて検討

していきます。 

遮光効果 

校舎の南面に、従来よりも幅の広いベ
ランダを設置して庇効果を上げ、夏の
日中における日差しを遮っています。 

煙突効果 

上昇した暖かい空気が校舎外に抜け
るよう、開閉できる窓を階段室の上部
に設置しています。  

-119-



             
第３章 教育活動を支えるもの 
学習環境の改善 

 

４ 通学路における交通安全施設整備 
 
 

４ 通学路における交通安全施設整備 
◆ ねらい 

児 童 ･生 徒 の 登 下 校 時 の 交 通 事 故 防 止 を 目 的 と し 、 き め 細 か な 整 備 を 行 う た め 、

学 校 ・ Ｐ Ｔ Ａ ・ 地 元 自 治 会 等 の 意 見 を 聞 き な が ら 、 通 学 路 に お け る 交 通 安 全 施 設

整 備 の 推 進 に 努 め て い ま す 。  

◆ 現状と課題 

・ 道路の安全対策については道路担当部局が取り組んでいるところですが、加えて

通 学 路 に お け る カ ー ブ ミ ラ ー 、 転 落 防 止 柵 、 路 面 表 示 な ど 小 規 模 な 交 通 安 全 施

設 の 整 備 に つ い て 、学 校 に お い て 危 険 箇 所 を 取 り ま と め 、教育委員会においても

取り組みを行っています。 

 

※ 施 工 事 例  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

路面表示（施工前）         路面表示（施工後） 

整備状況

要望 実施 実施率 要望 実施 実施率 要望 実施 実施率 要望 実施 実施率

カーブミラー整備（箇所数） 32 23 71.9% 45 27 60.0% 23 13 56.5% 19 9 47.4%

ガードレール整備（箇所数） 5 3 60.0% 14 11 78.6% 8 6 75.0% 6 5 83.3%

転落防止柵整備（箇所数） 11 9 81.8% 12 9 75.0% 14 13 92.9% 11 8 72.7%

保護用ポール整備（箇所数） 8 6 75.0% 10 6 60.0% 6 4 66.7% 4 4 100.0%

側溝蓋整備（箇所数） 21 15 71.4% 22 18 81.8% 14 8 57.1% 10 7 70.0%

路側帯整備（箇所数） 16 12 75.0% 28 23 82.1% 30 25 83.3% 29 25 86.2%

路面表示整備（箇所数） 188 146 77.7% 144 126 87.5% 156 142 91.0% 188 171 91.0%

注意喚起看板（枚数） 70 70 100.0% 94 94 100.0% 125 125 100.0% 153 153 100.0%

路面ステッカー（枚数） 450 450 100.0% 670 670 100.0% 556 556 100.0% 603 603 100.0%

計 801 734 91.6% 1,039 984 94.7% 932 892 95.7% 1,023 985 96.3%

23 24　　　　　　　　　　　　年度
　項目

21 22

 

◆ 今後の方向性 

通学路の状況について、学校・地域の意見を十分に聞きながら、小 規 模 な 交 通 安 全

施 設 整 備 を 実 施 す る と と も に 、 歩 道 の 設 置 な ど 大 規 模 な 整 備 に つ い て 道 路 担 当 部

局 と 連 携 を 十 分 に 図 り 、 通 学 路 の 安 全 確 保 を 図 っ て 行 き ま す 。  
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５ 通学区域の弾力的運用 
 
 

５ 通学区域制度の弾力的運用 

◆ ねらい 

児童・生徒の取り巻く環境は多様化しています。四日市市はその多様化に対応した

教育をすすめるために、地域の実情や児童・生徒、保護者の意向に配慮した通学区域

の弾力的運用を行っています。この制度について、「四日市市立小学校及び中学校の

指定の変更に関する取扱要綱」を設け、状況に応じて通学指定校の変更をしています。 

◆ 現状と課題 

現在、四日市市における弾力的運用基準は１２基準あります。下記の表に揚げる許

可基準のいずれかに該当し、かつ安全な通学が見込める場合に限り、指定校の変更を

認めています。 

また、平成２４年度は約２.４％の児童生徒に学区外通学の許可を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可基準 事               由

地理的条件 地理的に学区外通学が適当であると認められ、通学に支障のないとき

留守家庭
住民登録地において児童生徒の下校時に自宅に不在である等の理由で、父母の勤務先、祖父母
の家又は学童保育所等のある校区の学校を希望する場合

住居建築中 住居の建て替えのために一時的な居所より通学せざるを得ない場合で、通学に支障のないとき

転居予定 転居予定で、事前に転居予定先の校区の学校を希望する場合で、通学に支障のないとき

途中転居 転居後、従来通学していた学校を希望する場合で、通学に支障のないとき

健康上の理由 児童生徒の健康上やむを得ないと認められるもの

住民票のみの異動 住民票が居所に無い場合

来日児童生徒 来日した児童生徒の日本語が不十分で、拠点校を指定した場合

不登校の理由により、児童生徒の教育上、学区外通学が適当であると教育委員会が認めた場合

園児・児童の交友関係で特に考慮する必要が認められる場合（いじめ、不登校の発生に配慮が必
要と認められる場合に限る）

入学時に兄弟姉妹が、通学希望校に既に在籍している場合

部活動への配慮
児童が中学校入学後、入部の意志を強く持っている部活動が通学区域の学校に存在せず、校区
に隣接する中学校に該当する部活動が存在し、かつ上記の希望する中学校に安全に通学するこ
とが可能な場合

特別な事情 上記のほか、教育委員会が特に学区外通学が適当であると認めた場合

選択可能地区
児童・生徒が、教育委員会が定めた「選択可能地区」に居住している場合
また上記の他、教育委員会が特に通学距離に配慮が必要であると認めた場合

教育上の配慮
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５ 通学区域の弾力的運用 
 
 

○学区外通学許可件数の経緯（平成１７年度～平成２４年度） 
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○平成２４年度学区外通学許可件数（小・中）のうちわけ    
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○ 学区外通学許可件数は２４年度には小学校で３８４件・中学校で 2７５件に達して

います。また、学区外通学許可総人数は、1,5１４人（小学校 89９人、中学校 61

５人）となっています。このような状況から、この制度の運用により、児童・生徒、

保護者の意向をある程度満たしているものと思われます。 

○ 通学区域制度の弾力的運用を進めていくことで、自治会・育成会等の地域活動から

はずれてしまう家庭や児童生徒が増えることが考えられます。  

◆ 今後の方向性 

○  小・中学校を通じて通学区域の弾力的運用基準の周知を行います。 

○  弾力的運用については、問題点を整理してより適正な運用を進めていきます。 

○  通学区域の弾力的運用を発展させた学校選択制度については、他市の導入状況やそ

の評価を参考にしながら、引き続き検討していきます。 
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